
　後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や
一定の障がいのある65歳以上の方を対象と
した医療保険制度です。
　今年度の保険料をお知らせする納入通知
書を７月中旬に郵送します。詳しくは、お
問い合わせください。

納付が困難な方はご相談を
　災害や失業により著しく
所得が減少した場合など、
特別な事情により生活に困
窮していると認められると
きには、保険料の徴収猶予
や減免を受けられる場合が
あります。納期限の７日前
までに申請してください。

特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
方
）

対
象
　
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら

引
か
れ
て
い
る
方
で
老
齢
年
金

や
退
職
（
基
礎
）
年
金
、
遺
族

年
金
、
障
害
年
金
が
年
額
18
万

円
以
上
の
方

※

介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
た
額
が
特

別
徴
収
さ
れ
る
年
金
額
の
１
／

２
を
超
え
る
場
合
は
、
普
通
徴

収
と
な
り
ま
す
。 

納
め
方

●
４
・
６
・
８
月
（
仮
徴
収
）

　
前
年
度
の
保
険
料
実
績
を
基
に

あ
ら
か
じ
め
差
し
引
か
れ
ま
す
。

●
10
・
12
・
２
月
（
本
徴
収
）

　
昨
年
中
の
所
得
な
ど
を
基
に
算

出
し
た
今
年
度
保
険
料
か
ら
仮
徴

収
分
を
除
い
た
額
が
差
し
引
か
れ

ま
す
。

普
通
徴
収（
納
付
書
で
納
め
る
方
）

対
象

●
老
齢
年
金
や
退
職
（
基
礎
）
年

　
金
、遺
族
年
金
、障
害
年
金
が
、

　
年
額
18
万
円
未
満
の
方

●
老
齢
福
祉
年
金
の
み
受
給
の
方

●
６
月
以
降
に
加
入
し
た
方

●
６
月
以
降
に
転
入
し
た
方

納
め
方
　
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま

で
、
毎
月
納
付
書
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。
口
座
振
替
の
方
は
、

月
末
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。

※

６
月
以
降
に
加
入
し
た
方
は
、
８

月
以
降
、
順
次
、
納
入
通
知
書

を
お
送
り
し
ま
す
。
今
年
度
は

年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
保
険
料
は
月
割
計
算
さ

れ
ま
す
。

保
険
料
の
口
座
振
替
に
つ
い
て

　
市
役
所
や
市
内
各
金
融
機
関
の

窓
口
に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
徴
収
の
方

　
特
別
徴
収
を
中
止
し
、
口
座
振

替
に
変
更
で
き
ま
す
。
金
融
機
関

で
手
続
き
の
後
、
本
人
控
え
を
市

民
保
険
課
ま
た
は
地
域
局
市
民
福

祉
課
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

•
確
定
申
告
社
会
保
険
料
控
除

　
特
別
徴
収
の
場
合
、
本
人
の
社

会
保
険
料
控
除
と
な
り
ま
す
が
、

口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
で
、

生
計
を
一
に
し
た
親
族
な
ど
の
控

除
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

普
通
徴
収
の
方
　
申
し
込
み
月
の

翌
月
分
か
ら
口
座
振
替

保
険
料
の
納
め
方

75歳以上の方や一定の障がいのある65歳以上の方へ

今年度の後期高齢者
医療保険料のお知らせ 問合せ　市民保険課　　　　☎89-2159

　　　　地域局市民福祉課　☎73-2114

今年度の保険料 保険料の計算方法

保険料の軽減について

均等割額　43,100円

所得割率　8.38％ ※１　限度額64万円
※２　所得割額＝（前年の総所得金額※３－33万円×8.38％）
※３　総所得金額は、総収入から必要経費や公的年金控除を除いたものです

年間
保険料額
※１

均等割額= ＋ 所得割額
※２

　８月１日からは新しい受給者証などを受
診する医療機関へ提示してください。

　市職員が各家庭を訪問し、古い受
給者証などを回収することはありま
せん。古い証は、各自がはさみなど
で裁断して捨ててください。
　不審な訪問を受けた場合は、古い
証は渡さずに連絡してください。

対
象

●
乳
幼
児
お
よ
び
小
中
学
生

●
高
校
生
等

●
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童

●
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
ま

た
は
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の

社
会
保
険
本
人

●
65
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳

４
〜
６
級
を
お
持
ち
の
方

※

対
象
区
分
に
よ
っ
て
は
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。
昨
年
の
所
得
に

よ
り
該
当
と
な
ら
な
い
場
合
は

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

【
更
新
手
続
き
が
不
要
な
方
】

●
昨
年
の
所
得
状
況
が
確
認
が
で

き
、
引
き
続
き
該
当
と
な
る
方

に
は
、
７
月
31
日
㈮
ま
で
に
新

し
い
マ
ル
福
カ
ー
ド
を
お
送
り

し
ま
す
。

【
更
新
ま
た
は
申
請
手
続
き
が

必
要
な
方
】

●
新
た
に
該
当
す
る
方

●
昨
年
の
申
告
状
況
や
所
得
確
認

が
で
き
な
い
方
（
対
象
と
な
る

方
に
は
、
手
続
き
の
ご
案
内
を

お
送
り
し
ま
す
）

※

今
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ

た
方
は
、
１
月
１
日
に
住
ん
で

い
た
市
町
村
で
発
行
す
る
今
年

度
の
所
得
課
税
証
明
書(

所
得
・

扶
養
の
人
数
・
控
除
額
の
内
訳
・

税
額
が
記
載
さ
れ
た
も
の)

が
必

要
で
す
（
源
泉
徴
収
票
不
可
）。

【
県
外
で
の
受
診
時
の
注
意
点
！
】

　
県
外
で
医
療
を
受
け
る
場
合

は
、
医
療
機
関
へ
自
己
負
担
額
を

支
払
い
後
に
、
市
役
所
へ
の
申
請

に
よ
り
、
後
日
振
り
込
み
で
自
己

負
担
額
分
を
お
返
し
し
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

福
祉
医
療（
マ
ル
福
）に
つ
い
て

　
被
保
険
者
証
な
ど
を
７
月
31
日

㈮
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
山
吹

色
で
す
。
昨
年

の
所
得
に
応
じ

て
、
医
療
機
関

で
支
払
う
自
己

負
担
割
合
が
１

割
ま
た
は
３
割

と
な
り
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
の
医

療
機
関
へ
の
１
カ
月
の
支
払
い
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
、

入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
に
な
り

ま
す
。

※

市
民
税
非
課
税
世
帯
と
な
り
、
８

月
か
ら
新
た
に
対
象
と
な
る
方

に
は
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証

　
自
己
負
担
割
合
が
３
割
と
な
る

方
で
、
所
得
要
件
に
該
当
す
る
方

へ
交
付
し
ま
す
。
　

※

所
得
要
件
に
該
当
し
、
８
月
か
ら

新
た
に
対
象
と
な
る
方
に
は
申

請
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
方

　
受
給
者
証
な
ど
を
７
月
31
日
㈮

ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

高
齢
受
給
者
証

　
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
保
加

入
者
に
交
付
し
ま
す
。
医
療
機
関

で
支
払
う
医
療
費
な
ど
の
自
己
負

担
割
合
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
昨

年
の
所
得
に
応
じ
て
、
２
割
ま
た

は
３
割
と
な
り
ま
す
。

特
定
疾
病
療
養
受
療
証

　
人
工
透
析
を
行
っ
て
い
る
方
な

ど
の
医
療
費
を
所
得
に
応
じ
１
カ

月
当
た
り
１
万
円
ま
た
は
２
万
円

と
す
る
も
の
で
す
。

※

70
歳
以
上
の
方
は
有
効
期
限
が
あ

り
ま
せ
ん
。

【
次
の
証
は
申
請
が
必
要
で
す
】

●
限
度
額
適
用
認
定
証

●
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証

　
医
療
機
関
へ
の
１
カ
月
の
支
払

い
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

交
付
対
象
者

●
69
歳
ま
で…

国
保
税
の
滞
納
が

な
い
世
帯
の
方

●
70
歳
以
上…

令
和
２
年
度
市
民

税
非
課
税
世
帯
の
方
お
よ
び

２
年
度
の
住
民
税
課
税
所
得
が

１
４
５
万
円
か
ら
６
９
０
万
円

ま
で
の
方

国
民
健
康
保
険
の
方

医療保険に関する

各受給者証などの
　　　　更新時期です

後期高齢者医療・福祉医療について
問合せ　市民保険課　　　☎89-2159
　　　　地域局市民福祉課☎73-2114
国民健康保険について
問合せ　市民保険課　　　☎89-2166
　　　　地域局市民福祉課☎73-2114

ご注意を

次の方は保険料が軽減されることがあります。

昨年度まで均等割が特例として８割軽減、8.5 割軽減であった方
　今年度は７割、7.75割の軽減に変わります。

所得が低い世帯の方
　世帯主と本人の所得に応じて均等割額が軽
減されます。

社会保険などの被扶養者であった方
　所得割額がかからず、制度加入後２年間、
均等割が５割軽減されます。

広報のしろ  2.7.1017


